
事前相談について
新規登録をする場合は、必ず事前に下記担当課に御相談ください。
事前相談は、建築確認申請及び開発許可申請前に行ってください。
※１　登録申請、設備等に関することは、住宅政策課となります。
※２　サービス、契約等に関することは、介護保険課となります。

お問い合わせ
住宅政策課　ＴＥＬ：０４８－８２９－１５２０　　ＦＡＸ：０４８－８２９－１９８２　　メール：jyuutaku-seisaku@city.saitama.lg.jp
介護保険課　ＴＥＬ：０４８－８２９－１２６５　　ＦＡＸ：０４８－８２９－１９８１　　メール：kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp

サービス付高齢者向け住宅の登録申請の流れ

住　宅　政　策　課

審　査

登録申請の受付

介　護　保　険　課

審　査　結　果　の　共　有

登録通知書の交付

事　前　相　談　※１ 事　前　相　談　※２

ハード基準の審査 ソフト基準の審査

（併設する介護保険サービスがある場合）
併設する介護保険サービスの審査

※正本１部、写し２部

電磁的方法による申請の場合は正本１部

・規模
・構造
・加齢対応構造

・サービス（緊急通報、安否確認、生活相談等）
・契約内容（利用権、賃借権）
・前払い金の保全措置の有無
・一時金返還のルール

・介護保険事業計画との整合性
・基準省令に基づく審査
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